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貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申

し上げます。 

  この度の新型コロナウィルス感染症に罹患された方とご家族・関係者の皆様に謹ん

でお見舞い申し上げます。また、医療機関や行政機関の方々など、感染拡大防止に日々

御尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。 

ご承知の通り、新型コロナウィルス感染拡大の状況下、緊急事態宣言の延長が決定

致しました。これを受け弊社では以下の対応を致します。 

 

＜大阪本社＞ 

在宅勤務・テレワーク・時差出退勤及び曜日シフトを継続致します。 

タイミングにより事務所不在及び在社人数の減少が発生致しますので、お問い合わ

せ等は事前にご案内致しましたメールアドレス宛にご連絡をお願いします。FAX で

は急ぎの対応が困難な場合がございますので、ご理解をお願い致します。 

 

＜東京営業所＞ 

  在宅勤務及びテレワークを継続致します。引き続き事務所不在の時間帯がございま

す。TEL・FAX 及びメールは担当者へ転送する環境が整っておりますので、これまで

同様のご連絡で問題ございません。 

 

＜鳥取工場・三朝工場＞ 

現段階では生産・出荷に影響はございませんので、平常通りの稼働を継続致します。 

今後感染拡大による一時的な工場稼働停止等の事態を避けるべく、両工場へのご来

社は、運送・納入業者様を除き引き続きお控え下さい。 

 

＜適用期間＞ 

緊急事態宣言解除後も概ね 1 週間は継続する予定（現段階では暫定として 6 月 7 日

まで）としております。期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協力

頂けます様、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

新型コロナウィルス感染拡大が 1 日でも早く収束するよう、心よりお祈り申し上げ

ます。 

                                                             以上 


